
事件の経樺
1999年

2月 守さんが北陵クリニックベ就職

2000年
2月 2日 女児(1)急変、回復

10月 31日 A子 さん(11)急変、重症

11月 13日 男児141急変 回復
11月 24日 下山雪子さん(89)急変、死亡

11月 24目 男性145)急変、回復
12月 4日 守大助さんが(半口教授の要請に応じ)

北陵クリニックを退職。

夜に忘れ物を取 りにクソニックヘ行つた際

宮城県警警部補から、後に問題となる赤い針

箱の件で職務質問を受ける.

2001年
1月 6日  官城県警が守大助さん他2名の北腱
クリニック職員を任意同行で取り蘭べ。守大助
さんが容疑を認める供述。A子 さん(11)の殺人

未遂蓉疑で逮捕。
1月 9日 守大助さんが杏認に転じる。
1月 26曰 下山雪子さん189)に対する殺人容疑で

再逮捕。
2月 16口 女児(1)に対する殺人未遂容疑で再逮捕。
3月9日 男性(461に対する殺人未遂容疑で再逮捕。
3月 80日 男児(41に対する殺人未遂容疑で再逮捕。
7月 11日 仙台地裁で初公判。
9月 24曰 仙台弁護士会が地検、県警、拘置所ヘ

人権侵害の警告 勧告書.

2003年

11月 18日 仙台弁護士会が大手新Il1 4社に対し、

守さん逮捕当時の犯人視報道その他について

勧告書を提出。
19,25,28日 150回の公判を経て検察lllが綸告

求刑公判で無期懲役を求刑。

2004年
2月9,10口 最終弁論で弁護側が無罪を主張。
3月 30日 仙台地裁が無期懲役の判決。

弁護側即日控訴.

2005年
6月 15日仙台高裁で控訴審初公判。
7月 29日 守大助さんの横見禁上がようやく解除.
10月 5日 仙台高裁が第 4回 公判で弁護側の鑑定

請求を却下し結審。

2006年
3月 22日 仙台高裁が控訴棄却の判決。

弁護側即日上告。
12月 弁護団が上告趣意書提出.

2007年

5月 弁護団が上告趣意補充書①を提出。
6月 弁護団が上告趣意補充書②を提出。

上告趣意書及び補充書(1),(2)の日次紹介

■上告趣意書 目次

第一点

原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実

謀蒸があり、これを破棄しなければ著しく正義に反

する。

第 1 本鑑定には証拠龍力も証明力もない。

第 2 病状と経過は薬効に符合しない。
(事件性 病態症状綸)

第3 証拠隠減行動はない。

征 拠隠減論)

第4 マスキュラックスの行方不明とは無関係.
(行方不明論)

第5 被告人の自白等の供述は無実の徴憑.
(自由論)

第6 換つた思い込み捜査とその過程.
(機査過程綸)

第 7 判えに影響を及ぼすべき重大な事実嵌絡。
(まとめ)

第二点

原判決には、憲法違反があり、破楽されなければ

ならない。

第 1 本件各鑑定を青定することは被告人の防御

権の侵害であり、憲法違反となる.

第 2 弁論権の優害は憲法に違反する。

■上告菫意補尭

`0)目

次

,ましめに

1 東北大学論文 (パンクロニクム、ベクロニウム

及び関連化合物の LC―ESC‐MSを 用いた同時判

定)に ついて

2 土橋の検出した化合物はベクロニウムではない

3 ■稲の検出した化合物は何か

4 J輛 鑑定において30Hヘクロニいを検出した経過

5 鑑定資料からの30H κク|二州☆出に対する疑間

6 土精鑑定書の問題点
7  おわりに

■上告趣意補充● (2)目 次

第 1 はじめに

第 2 大島綾子の症状は中枢神経の障害

第 3 中ホ
`榔

勁翻力渕蜘池緩剤の案効で国脚調できない

第4 症状の原因は代謝性脳症

第 5 急性間欠性ボルフィリン症の可能性

第 6 病態 症状の原因解明を行なわない拙速複査

第 7 結論 (1、 2を 有罪判決は破来を免れない)

※上告趣意書及び補充事をご覧になりたい方は事務

局までお問い合わせください。

発行:無実の守大助さんを支援する首都目の会

〒1680081東 京都杉並区宮前5924サ ンハイツ

宮前210藤沢方
3 7952  FAX1046 663



仙● 北陵クリニック事件資料

01自 白したんじゃないの?

Al警 察の強圧的な取調べによる 「嘘の自白Jは 、最近の鹿児島県志布志市の選挙法違反で逮捕 起訴された
住民全員に無罪判決が出て話題となった事件をはじめ、多くの寃罪事件に例があります.守 さんの自白は 「や
つてないJと言つても聞き入れてもらえず、「お前じゃなければ (同僚の)彼女を逮捕するJ等 の脅追を受け、
当初起訴事案 6件のうちA子 さんの事案のみについて 「薬剤を間違えて注射 しました」と言ったもので、それ
が警察の度重なる誘導により 「5001111の点滴ボトルに筋弛緩剤 1アンプル 4mlを 入れました」という読書に
されたものです。しかし

'5∞
mlに 1アンプル」では薬効がないことは明らかで、守さんの自白内容は客観

的事実に結びつきません。守さんは 「これが自白になると思わなかったJと 述べています。

02筋 弛緩剤が検出されたつて聞いたけど,

A2捜 査側から証拠として出されているものは筋弛緩剤 (マスキュラクス)の 成分であるベクロニウムを検出
したとする 「鑑定書」のみで、資料である患者の血清や点滴溶液、尿は鑑定に必要な量の何十倍から何千倍も
あつたにも関わらず全量消費して無くなったとしています.警 察の 「犯罪投査規範」には 「再鑑定のために、
資料は一部を使い残部は保存しておかなければならないJと されており、捜査側の主張は信用できません。再
鑑定不能な 「鑑定書Jは 証拠能力がないとみるべきです。「鑑定書」には、患者本人のものであることを示す
データは何もありません。また控訴審において弁護側は鑑定書のデータは、捜査当局が検出したとするベクロ
ニウムを示していないとする福岡大学法医学影浦教授の 「鑑定意見書」を提出しましたが、11台高裁は装置と
条件が異なれば結果も変わる、などと一方的に捜査側の 「鑑定書」を支持し、これを認めませんでした。

03被 告人が就職後に急資が増えたとか、20人 くらいの急変に関わつていたのでは,

A3ク リニックは経営難のため、守さんが就職した頃から者人ホームなどの■症や高齢の患者を積極的に受け
入れ、しかも最後まで看取る方針をとるようになりました。急変 ・死亡患者の大半は80歳前後から90歳近
くの高齢者で、全て妥当な診断がついており、死因にも不明な点はなく、患者の主治医をはじめ誰も不審視し
ていませんでした。小児患者については散急処置のできる医師が退職OO∞ 年 4月 )していなくなった後に増
えています。新聞報道は事件と思い込み拙速な逮捕を行った警察の誤った情報に基づいています。

04ク リニックの日1院長が被告人を疑つて警察に届け出たのでは,

A4当 時の副院長である半円都子医師は、守さんの犯行を疑ったとする00′11′7以 降にも守さんに急変該当忠
者への,点滴処置を指示したり、息者の血液や点滴ポ トルを回収・保存し始めたとされる11′13以降にも守さん
が点滴に関わつた 11′28の死亡忠者については血液や点滴ポトルの回収 保存を行つていない等、「疑つてい
た」とする郁子医師の証書には多くの矛盾があります。

A6守 さんがクリニックに行つたのは、0012た の昼に非番なのに突然半口教授に呼び出され、「今日付けで退
職してくれ」と言われ、突然退職させられることになつた日の夜のことで、同僚の彼女と一緒に夕食 (外食)
をとるついでに忘れ物を取りに行くためてした。尚、クリニックに行つた夜 10時 という時間は夜動のある看
護師にとって、夕方の仕事がひと段落する時間帯で特に遅い時間ではありません。また手術で使用された後の

筋強織剤空アンプルが入つた 「赤い針箱Jを 外の廃棄物集積小屋に片付けようとしたのは、夕方に行つた清掃
やワックス掛けの続きの一連の作業です。検察はこの針箱に正規に使われた以上の筋弛緩剤空アンプルが発見
されたとしていますが、弁護側の請求にも関わらず実物が証拠として提出されていません。捜査側が証拠隠滅
を図ろうとしたと主張する 「赤い針箱Jに は、手術で正規に使われた分の筋弛緩剤空アンカ レが入っていたと
考えられ、証拠隠滅には当たりません。

05退 職後わぎわざ夜にクリニックに行つたのは証拠隠減のためでは,

06上 司や待遇への不満、自己顕示欲等が動機だつたと新聞に書いてたけど,

A6守 さんの院内での評価は 「仕事熱心で好青年」といつたものがほとんどで頼りにされていました。上司ヘ

の不満も、どこの職場にもある愚痴をこぼしていた程度で、職場の人間関係は概ね良好でした。過去に同様な

犯罪を犯 した経歴もなく、精神科等への通院歴もなく、人格障害を抱えていたという話もありません。まして

自己顕示欲や待遇への不満などで患者を穀そうとするような人ではありません。検察やマスコミの描く犯人像
と守さんの人物像は全く一致しません。

――― 無実の守大助さんを支援する首都圏の合―



仙省 北陵クリニック事件資料

急変患者 検察側主張 弁護偏主張

‖子

当時 1歳

急変日 :

2000/2/2

仙台市立病院に

転送の後、回復。

く犯行方法>

被告人が,点滴チュープの途中にある三

法活栓から注射器でマスキュラックス

を混入した液体を体内に注入した。

鑑定資料 :血清(約lml)

出所経絆:転送先の仙台市立病院医師が
2/2に 採血したものを研究用の依頼を

受けて3/24に東北大学医学部附属病院

医師へ提出.未使用のまま保管されてい

たものを 01/1/23に富城県警の依頼で

提出。

く筋弛銀剤症状との矛盾点>
・意識障害は筋弛緩剤の直接的効果として

は説明がつかず、仮に低酸素血症等、筋弛

緩剤の二次的作用と考えると、呼吸障害の

前に意識障害が起こつているので矛盾 して
, るヽ。
・呼吸回数低下はそれ自体筋弛綬剤の効果
に矛盾する。

筋弛綬剤の効果である頻回呼吸や呼吸困

難が見られていない。
くな変原因と考えられるもの>
―過性脳虚血発作
(,点滴の流れを改善するためのフラッシュ
(三法活栓からの生理食塩水注入)に より

飛んだ血餅が脳の血管に一時的に閉墓をも
たらした)
くその他>

三方活栓から注入したのは守さんではない
(S主任の可能性が高い).

A子

当時 11歳

急変日 :
2000/10/31

仙台市立病院に

転送の後、数日

後に植物状態。

く犯行方法>
被告人が点滴溶液調合の際、点滴溶液に
マスキュラックスを混入し、被告人が点
滴溶液の滴下を開始した。(冒頭陳述)
被告人が点滴準備作業の際に点滴チュ

ープの途中にある三方活栓から注射器

く筋弛級剤症状との矛盾点>
・意識障害、抹消チアノーゼ、冷感、対光
反射消失、鐘孔散大は筋弛緩剤の直接的効
果としては説明がつかず、仮に低酸素血症

等、筋弛緩剤の二次的作用と考えると、呼

吸障害や筋弛級作用の前にこれらの症状が

起こつているので矛盾している。

全身性のびくつきや呼吸回数低下はそれ

自体筋弛緩剤の効果に矛着する。
・筋弛緩剤の効果である頻回呼吸や呼吸困

難が見られていない。

く急交原因と考えられるもの>

代鮨性脳症 (急倒 図症)

全ての症状について説明がつく。

で上方のチューブ内の点滴溶液にマス

キュラックスを混入しておいた後、被告
人又は他の看餞婦が滴下を開始 した。
(論告要旨)

鑑定資料 :血清(約4■1)、尿 (約7ml)

出所経緯:転送先の仙台市立病院医師が
10/31に採血、11/71こ採尿 したものを
12/5に富城県書の依頼で提出。

K男

当時4歳

急変日 :

2000/11/13

気管内挿管等の
後に回復。

く犯行方法>

被告人が他の看護帰が用意した K男 用
の点滴ボ トルにマスキュラックスを混
入し、事情を知らない他の看護婦が滴下
を開始した。

鑑定資料 :血清(約 2nl)、点滴溶液(約

53ml)

出所経緯 11/13に 郁子医師が半日教授
の目の合図で点滴ボ トル を外 し半田教

授が受け取 り保管、また医師が検査用に

採血したうちの一部を半日夫妻が保管し

12/3に 夫妻 自らの判断で宮城県警に提

出。

く筋弛級剤症状との矛盾点>
・筋弛緩剤が投与されたとすれば最初に筋

弛緩効果が,れ るはずの眼瞼が痙摯してい

たことはそれ自体筋弛緩剤の効果に矛盾す

る。
・筋弛級剤の効果である頻回呼吸や呼吸困

難が見られていない。
・痰の吸引措置により酸素飽和度が改善し、

呼吸停止も確認されていない。
く急変原因と考えられるもの>

てんかん発作と痰詰まり

くその他>

・血清は全て検査会社に提出され残つてい

なかったは現
。そもそも点滴での筋爛 投与に薬効が

あるのか証明されていない。



無実の守大助さんを支援する首都田の合

※日付に
"暦

表示がないものは全て2000年を表現
(弁護側主張補足)

※筋弛緩剤の症状では1回あたりの呼吸量は減るが呼吸回数はむしろ増える。
※末梢性筋弛腰剤であるマスキュラックスは直接的に意識障害をもたらさない
(もたらすとれば自発呼吸停止の後、心停止状態になり、血液の循環に影響が及んだ後の二次的効果として)。

※起訴事案 5件中3件は点滴ポトル混入、2件は三方活性からの混入とされている.
三方活栓からの注人は静脈注射と同等の効果があるとされているが、点滴投与の効果については想定外のため
臨床データが存在しない。
(三方活栓は点滴チュープの途中に接続された器具で、点満中に別の薬剤を注入する用途等に用いられる。)

マスキュラックスとは?
筋弛緩剤には、骨格筋の緊張を支配している中枢神経機構に選択的に作用して比較的||い筋弛緩効果を現わ

す中枢性筋弛緩剤と、末梢神経である運動神経と骨格筋の連絡を絶つことによつて強い筋弛緩効果をもたらす
末梢性筋弛緩剤がある。
本件で問題とされている筋弛緩剤のマスキュラックスは、ォランダ・オルガノン社が開発した臭化ベクロニ

クムを有効成分とする末梢性筋弛緩剤の商品名である.マスキュラックスの性状は、自色ないし自灰色の粉末
又は塊で、添付の溶解液等で溶解し、静脈内投与の方法により使用される。
末梢性筋弛緩剤は、専ら全身麻酔を伴う手術において、呼吸管理を確実に行うために気管内挿管する際や、

骨格筋の反射を抑え安全に開腹手術等を行うため、手術を受ける患者に投与される。
効果の発現機序としては、まず1長の周りの筋肉から作用し始め、顔の筋肉や首の筋肉と次第に下がつていき、

四肢の筋肉などに作用し、最後に検隔膜に作用し、呼吸運動が停止する。ただし人口呼吸等の呼吸管理を行つ
ていれば体に障害を及ぼすことはない。
血中から短時間で排泄されるため、点滴で薄めてゆっくり投与した場合の効果については疑間視される。

S子

当時89歳

急変日 :
2000/11/24

酸素吸入や心臓
マッサージを行
つたが死亡。

く犯行方法>

被告人が S子 用の点滴ボ トルにマスキ
ュラックスを混入し、他の看護婦が薬剤
調合の後、被告人が滴下を開始した。

鑑定資料 1点満溶液(約37ml)

出所経韓:11/24に郁子医師が点滴スタ
ンドから点滴ボ トルを外して保管、12/9
に富城県警の依頼で提出。

く筋弛饉剤症状との矛盾点>    ~~
・下顎呼吸様の動きはそれ自体筋弛緩剤の
効果に矛盾する。
意識がなくなった段階でも自発呼吸が継続

した。
左鷹の痛み、心拍低下、チアノーゼは筋弛

緩剤の直接的効果 としては説明がつかな
0 。ヽ

くな変原因と考えられるもの>
心筋梗塞 (主治医が明確に証言している)
くその他>

重お魚虚Л響濡?F環警デ
投与に薬効があ

|
A男

当時45議

急変日 :

2000/11/24

酸素吸入等の後
に回復。

く犯行方法>       ~~~~
被告人が点満溶液調合の際あるいは S
子用の点滴ボトルにマスキュラックス
を混入したのと同一機会に点滴ボトル
にマスキュラックスを混入し、その点滴
ボトルを他の看護婦に渡し、そのな護婦
が滴下を開始した。

鑑定資料 1点滴溶液(約7ml)
出所経韓:12/6に官城県警から未回収
の医療廃楽物の保管を依頼をされた S
帰長の指示で 12/6に S主 任が保管。
01/2/7に富城県書の依頼で提出。(その
後、都子医師が保管したs子ボトルと同
一製造番号の点滴ボトル 3本 が発見さ
れ、うち1本からへ・タロニクムが検出された)

く筋弛級剤症状との矛盾点>
・めまいの症状は筋弛緩剤の直接的効果と
しては説明がつかない。
・点滴終了後、A男 はほぼ通常通り体を動
かせた。
く急責原因と考えられるもの>
ミノマイシン (抗生剤)の 目1作用
(主治医の診断があり疑間がない)

くその他>
・守さんは点滴籠合していない。
・そもそも点滴での筋弛緩剤投与に薬効が
あるのか肛明されていない。


